
令和2年度　公文書開示状況（12月決定分）

港湾局

　表の見方
　＜決定区分＞
　　・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、
　　　該当する項目に「１」を記入しています。
　＜（根拠規定）条例7条＞
　　・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
　＜公文書の件名＞について
　　・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
　　・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。
　　　ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。
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1 R2.11.16 R2.12.1

下記会議における、委員への配布資料及び議事録
2020年7月10日第1回【葛西海浜公園の保全と活用に関する有識者会議】
2020年10月19日第2回【葛西海浜公園の保全と活用に関する有識者会議】 245 1

港湾局
臨海開発部
海上公園課

2 R2.11.20 R2.12.1

「令和2年度品川内貿ふ頭岸壁（-8.5ｍ）地盤改良工事」の
工事設計概括書、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、代価明細表、諸経費計算
書、諸経費外明細書、工事数量計算書、共通仮設費事業損失防止施設費汚濁防止膜損料
算定根拠

123 1
港湾局
東京港建設事務所
港湾整備課

3 R2.11.24 R2.12.1

「令和２年度お台場海浜公園施設改修実施設計」の
委託内訳書、種別内訳書

6 1
港湾局
東京港管理事務所
臨海地域管理課

4 R2.11.26 R2.12.1

「令和2年度沖港船揚場（改良）建設工事」の
工事設計総括書、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書

64 1
港湾局
離島港湾部
管理課

5 R2.11.26 R2.12.7

「令和元年度各ふ頭防舷材補修及びその他工事」の
工事設計概括書、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、代価明細書、諸経費計算
書、特記仕様書、図面 78 1

港湾局
東京港管理事務所
施設補修課

6 R2.11.26 R2.12.7

「令和2年度若洲海浜公園照明設備改修工事」の
工事設計書、工事費総括書、種別内訳書、代価明細書、諸経費計算書、工事費総括書

33 1
港湾局
東京港管理事務所
臨海地域管理課

7 R2.11.24 R2.12.8

「令和元年度有明親水海浜公園旧堤防樹林地整理工事」の
工事設計書、工事費総括書、種別内訳書、代価明細書、諸経費計算書

24 1
港湾局
東京港管理事務所
臨海地域管理課

8 R2.12.10 R2.12.21

「令和2年度品川内貿ふ頭岸壁（-8.5ｍ）地盤改良工事」の
・第0001号 代価明細表 グラブ床掘の１日当たり1,286㎥の算定根拠
・第0004号 代価明細表 石材撤去の１日当たり519㎥の算定根拠
・第0007号 代価明細表 石材仮置きの１日当たり260㎥の算定根拠
・第0009号 代価明細表 深層混合処理杭打設の１日当たり15.64本の算定根拠

8 1
港湾局
東京港建設事務所
港湾整備課

9 R2.12.10 R2.12.23

「令和２年度あけみ橋（P292橋脚）耐震補強工事」の
機械器具調書、材料品調書

6 1

港湾局
東京港建設事務所
港湾整備課（道路整
備担当）

決定区分 (根拠規定)条例７条
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決定区分 (根拠規定)条例７条

10 R2.10.25 R2.12.24

・ＩＲ関連情報収集まとめ（令和２年４月20日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査結果）（令和２
年４月21日）
・仁川（開業：2017年４月）（令和２年４月22日）
・カジノの直近営業状況・動向について（令和２年４月23日）
・ＩＲの誘致を表明している自治体の状況（アドバイザリー契約）（令和２年４月23
日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査結果について）
（令和２年４月24日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲ整備法の構造）（令和２年５月８日）
・各自治体のパブリックコメントの実施状況（令和２年５月11日）
・会議等議事要旨記録票（各自治体の基本構想の要点の報告）（令和２年７月２日）
・成長戦略実行計画案でのＩＲ関連記述について（７月３日未来投資会議）（令和２年
７月３日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲに係る要件等の変更手続きについての報告）（令和２年
７月10日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲに関する現状について）（令和２年７月14日）
・令和２年度の委託調査についての検討（令和２年９月16日）
・各自治体の状況（主要事項スケジュール）（令和２年９月30日）
・ＩＲに係る納付金・入場料について（令和２年10月５日）
・ＩＲの誘致を表明している４自治体の状況（令和２年10月12日）
・新型コロナ感染症から住民のいのちを守ることをはじめとする緊急要望書（令和２年
５月26日）
・ＩＲ誘致の是非に関する態度表明を求める申入書（令和２年６月８日）
・東京にカジノを誘致しないよう求める要請署名 第１次集約分 2064筆（令和２年６月
８日）
・カジノ誘致をしないことを明らかにするように求める申入書（令和２年７月９日）
・2021年度 東京都予算等に関する請願（令和２年７月15日）
・連合東京2020～2021年度 政策・制度 要求（令和２年７月30日）
・2021年度東京都予算に関する要請書（令和２年７月31日）
・2021年度東京都予算に対する要望（令和２年９月２日）
・令和３年度東京労働者福祉協議会および傘下事業団体の行う福祉事業活動への助成と
協力に関する要請（令和２年10月21日）
・都民などからの質問、要望、提案書全11件（令和２年３月31日ほか）
・カジノ・ＩＲ関連事業等に関する調査

222 1 1 1 1 1

・都民等の氏名、住所、電話番号、メー
ルアドレス、著作物の情報、非常勤職員
の氏名、団体の代表者及び事務局担当者
の肩書、氏名は、個人に関する情報で特
定の個人を識別することができる情報で
あるため。（条例第７条第２号に該当）
・団体の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、
メールアドレスは、法人その他の団体に
関する情報又は事業を営む個人の当該事
業に関する情報で、公にすることによ
り、当該法人等又は当該事業を営む個人
の競争上又は事業運営上の地位その他社
会的な地位が損なわれると認められるた
め。（条例第７条第３号に該当）
・印影は、公にすることにより、偽造等
の犯罪の予防その他の公共の安全と秩序
の維持に支障を及ぼすおそれがあるた
め。（条例第７条第４号に該当）
・都民の声総合窓口のメールアドレス、
案件ＩＤ、内線番号は、都の機関又は
国、独立行政法人等、他の地方公共団体
若しくは地方独立行政法人が行う事務又
は事業に関する情報であって、公にする
ことにより、当該事務又は事業の性質
上、当該事務又は事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため。（条例第
７条第６号に該当）

港湾局
総務部
企画計理課
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決定区分 (根拠規定)条例７条

11 R2.10.25 R2.12.24

・新型コロナ感染症から住民のいのちを守ることをはじめとする緊急要望書
・2021年度東京都予算に関する要請書
・会議等議事要旨記録票（平成31年４月18日）
・会議等議事要旨記録票（平成31年４月22日）
・会議等議事要旨記録票（平成31年４月25日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年８月28日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年８月30日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年９月２日）

115 1 1 1 1

・個人の氏名及び肩書は、個人に関する
情報で、特定の個人を識別することがで
きるものであるため。（条例第７条第２
号に該当）
・住所、電話・FAX番号、メールアドレ
スは、団体に関する情報で、公にするこ
とにより、当該団体の事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれるため。
（条例第７条第３号に該当）
・画像は、都が内部の検討資料として使
用するために、公にすることを前提とせ
ず情報を入手したものであり、当該情報
を基に資料を作成している。当該情報を
公にすることにより、これらの情報が、
都が対外的に説明するための正式な資料
であると誤解され、都民の間に混乱を生
じさせる恐れがあり、今後このような情
報を基に内部での効果的な資料作成がで
きなくなるなど、当該事務又は事業の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため。
（条例第７条第６号に該当）

港湾局
臨海開発部
開発企画課
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